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介護老人保健施設幸陽荘短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

重要事項説明書 

 

１ 介護老人保健施設幸陽荘の概要 

(１)当施設の概要 

施設名 介護老人保健施設幸陽荘 

開設年月日 平成４年５月２６日 

所在地 〒０ ３ ６ － ８ ０ ７ ２ 弘前市大字清野袋字岡部４３３番地１ 

電話番号 ０１７２－３７－８３１１ 

ＦＡＸ番号 ０１７２－３７－８３１３ 

事業所番号 ０２５０２８００５４ 

 

(２)当施設の職員体制 

                                                令和７年４月１日現在 

職 名 常 勤 非常勤 夜 勤 業 務 内 容 

施 設 長 １  

 

 

施設業務の総括管理 

医 師 １ １  
利用者の病状把握、診察、健康管理及

び保健衛生指導など 

看 護 師 １５  １ 
医師の診療補助並びに看護、保健衛生

管理及び日常生活の援助 

介 護 員 ３１ ２ ４ 
利用者の日常生活全般の介護及び援助

など 

薬 剤 師  １ 

 

 

薬剤管理指導 

支 援 相 談 員 ４   
利用者及び家族の相談並びに必要な助

言その他支援 

介護支援専門員 １  

 

 

ケアプランの作成 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

４ ２  

利用者の機能回復の促進及び機能低下

を予防する機能訓練全般 

管 理 栄 養 士 １   
栄養管理指導、食品の衛生管理及び調

理員の指導監督 

事 務 職 員 ６  

 

 

庶務及び会計などの事務管理 

技 能 労 務 士 ４   
車両の運転及び利用者の送迎並びに清

掃業務 

 

(３)当施設の設備概要 

定 員 １００名 食 堂 ２７９㎡ 

療養室 
４人部屋(多床室)  ２０室 

浴 室 
一般浴室   ４２．８８ ㎡ 

１人部屋(個室)    ２０室 特殊浴室   ３１．７５ ㎡ 

機能訓練室 １５５．８３㎡   
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２ 当施設の特徴  

(１)運営の方針 

①短期入所療養介護は、要介護者（介護予防短期入所療養介護にあっては、要支援者）の家庭等での

生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただ

き、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他必要とされる医療及び日常生活上の世話を

行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るた

め提供されるものとします。  

②当施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、

原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

③当施設は、良質なサービスを提供する取り組みの一つとして、褥瘡が発生しないよう適切な介護に努め

ます。 

④当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止に努め

ます。 

⑤当施設は、感染症が発生し、又はまん延しないよう、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に努

めます。 

⑥当施設は、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療

福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提

供を受けることができるよう努めます。 

⑦当施設は、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊か」に過ごすことができるよ

うサービス提供に努めます。 

⑧サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項につ

いて理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施するよう努めます。 

 

(２)サービスにあたっての留意事項                                              

面会 ・受付（事務室）に面会簿がありますので、ご記入いただいてから面会してください。 

外出・外泊 

・外出、外泊はご自由ですが、医師の許可が必要です。事前に必ず行き先と連絡先、帰設

時間を「外出・外泊申請書」により申し出てください。（こちらから外出、外泊をお願いする

場合もあります） 

喫煙 ・敷地内は禁煙となっております。 

飲酒 ・原則としてできません。 

金銭・貴重品 

管理 

・原則として当施設では預金通帳等は管理しません。ご家族が管理してください。 

・金銭は紛失防止のため、事務室預かりにしてください。 

＊なお、本人管理ご希望の方はご相談ください。 

入所の持ち物 

・介護保険証、健康保険証 

・日常着（トレーナー上下などの動きやすいものが適当） 

・寝巻き ・下着 ・靴下 ・内履き（ズック、スリッパなど） 

＊所持品には必ず名前を付けてください。 

 

＊以下は日用品費（１５０円／日）に含まれますので、準備していただく必要はありません。 

○入浴用バスタオル、洗面タオルは衛生上リースで提供いたします。 

箱ティッシュ、シャンプー、リンス、ボディシャンプー、おしぼり、ボディローション、整髪

剤、ゴミ袋、歯ブラシ、歯みがき粉、義歯洗浄剤、義歯安定剤、ひげ剃りなど 

＊オムツ・尿取りパット類は施設で準備します。費用は療養費に含まれますので、利用者へ

の請求はありません。 
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(３)サービスの内容  

①施設サービス

計画の立案 

・当施設でのサービスは、どのような介護支援サービスを提供すれば心身機能が

向上するかというケアプランに基づいて提供されます。 

・この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されます

が、その際には、ご本人及びご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内

容については同意をいただくことになります。 

②医学的管理及

び看護 

・介護老人保健施設は入院治療の必要のない程度の要介護者を対象としていま

すが、医師、看護師が常勤していますので、利用者の状態に照らして、適切な

医療、看護を行います。 

③介護 
・明るく家庭的な雰囲気の下で生活していただけるよう、常に利用者の立場に立っ

て介護し、生活支援をします。 

④機能訓練 
・原則として機能訓練室で行いますが、施設内全ての活動が機能訓練のためのリ

ハビリテーション効果を期待したものとなっています。 

⑤相談援助 ・利用者及びご家族のあらゆる相談援助、行政手続き代行などを行います。 

⑥食事時間 

朝食：  ７時３０分～ ８時３０分 

昼食：１２時００分～１３時００分 

夕食：１７時３０分～１８時３０分 

＊食事は原則として食堂で食べていただきます。 

⑦入浴 
・週に原則２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭と

なる場合があります。 

⑧理美容 
・月に約４回、予約制で理美容サービスを実施します。 

・費用は実費となります。 

⑨他医療機関受

診について 

・入所以降の医学的管理は、基本的に当施設で行います。 

・ご持参した内服薬も、なくなり次第当施設で処方いたします。 

・入所前のかかりつけ医や当施設以外の医療機関には、当施設からの依頼書なし

に、診察、検査、治療及び処方箋の交付をしてもらうことはできません。 

＊依頼書なしに受診や薬剤の処方をした場合は、医療費全額を負担していただき

ますのでご了承ください。 

 

３ 協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力を得て、利用者の状態が急変した場合などには、速

やかに対応をお願いするようにしています。

●協力医療機関 

      名 称  梅村医院 

名 称 弘前小野病院 

  ●協力歯科医療機関 

      名 称 梅村歯科クリニック

◇緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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４ 利用料金 

【 利用料基準額 】 

①介護保険一部負担額（所得によって自己負担額が１割～３割となります） 

要介護度 
多床室 

（１割） 

多床室 

（２割） 

多床室 

（３割） 

従来型個室 

（１割） 

要支援１ ６１３円 １，２２６円 １，８３９円 ５７９円 

要支援２ ７７４円 １，５４８円 ２，３２２円 ７２６円 

要介護１ ８３０円 １，６６０円 ２，４９０円 ７５３円 

要介護２ ８８０円 １，７６０円 ２，６４０円 ８０１円 

要介護３ ９４４円 １，８８８円 ２，８３２円 ８６４円 

要介護４ ９９７円 １，９９４円 ２，９９１円 ９１８円 

要介護５ １，０５２円 ２，１０４円 ３，１５６円 ９７１円 

②居住費   １日  多床室    ４３７円 
１日 個室 Ａ：１，６００円（２室）  Ｂ：１，３００円（４室）  Ｃ：１，１００円（１４室) 

・居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負
担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。 

③食費  朝食 ４１１円   昼食 ５３３円  夕食 ５０１円 

・１食単位の料金設定です。 

   ・食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限

度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

 

 

★収入段階別負担額早見表 

◆第１段階（生活保護受給者の方等）  

介護度 
多床室額日額 

居住費日額 
食費上限 

日額 
負担額合計日額 

従来型個室日額 

要支援 １ 
６１３円 ０円 

３００円 

９１３円 

５７９円 ５５０円 １，４２９円 

要支援 ２ 
７７４円 ０円 １，０７４円 

７２６円 ５５０円 １，５７６円 

要介護 １ 
８３０円 ０円 １，１３０円 

７５３円 ５５０円 １，６０３円 

要介護 ２ 
８８０円 ０円 １，１８０円 

８０１円 ５５０円 １，６５１円 

要介護 ３ 
９４４円 ０円 １，２４４円 

８６４円 ５５０円 １，７１４円 

要介護 ４ 
９９７円 ０円 １，２９７円 

９１８円 ５５０円 １，７６８円 

要介護 ５ 
１，０５２円 ０円 １，３５２円 

９７１円 ５５０円 １，８２１円 
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◆第２段階（市町村民税非課税世帯で年金収入が年間 80 万円以下の方）※ 

介護度 
多床室日額 

居住費日額 
食費上限 

日額 負担額合計日額 
従来型個室日額 

要支援 １ 
６１３円 ４３０円 

６００円 

１，６４３円 

５７９円 ５５０円 １，７２９円 

要支援 ２ 
７７４円 ４３０円 １，８０４円 

７２６円 ５５０円 １，８７６円 

要介護 １ 
８３０円 ４３０円 １，８６０円 

７５３円 ５５０円 １，９０３円 

要介護 ２ 
８８０円 ４３０円 １，９１０円 

８０１円 ５５０円 １，９５１円 

要介護 ３ 
９４４円 ４３０円 １，９７４円 

８６４円 ５５０円 ２，０１４円 

要介護 ４ 
９９７円 ４３０円 ２，０２７円 

９１８円 ５５０円 ２，０６８円 

要介護 ５ 
１，０５２円 ４３０円 ２，０８２円 

９７１円 ５５０円 ２，１２１円 

 

◆第３段階①（市町村民税非課税世帯で年金収入が年間 80 万円～120 万円以下の方）※ 

介護度 
多床室日額 

居住費日額 
食費上限 

日額 負担額合計日額 
従来型個室日額 

要支援 １ 
６１３円 ４３０円 

１，０００円 

２，０４３円 

５７９円 １，３７０円 ２，９４９円 

要支援 ２ 
７７４円 ４３０円 ２，２０４円 

７２６円 １，３７０円 ３，０９６円 

要介護 １ 
８３０円 ４３０円 ２，２６０円 

７５３円 １，３７０円 ３，１２３円 

要介護 ２ 
８８０円 ４３０円 ２，３１０円 

８０１円 １，３７０円 ３，１７１円 

要介護 ３ 
９４４円 ４３０円 ２，３７４円 

８６４円 １，３７０円 ３，２３４円 

要介護 ４ 
９９７円 ４３０円 ２，４２７円 

９１８円 １，３７０円 ３，２８８円 

要介護 ５ 
１，０５２円 ４３０円 ２，４８２円 

９７１円 １，３７０円 ３，３４１円 
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◆第３段階②（市町村民税非課税世帯で年金収入が年間 120 万円以上の方）※ 

介護度 
多床室日額 

居住費日額 食費上限日額 負担額合計日額 
従来型個室日額 

要支援 １ 
６１３円 ４３０円 

１，３００円 

２，３４３円 

５７９円 １，３７０円 ３，２４９円 

要支援 ２ 
７７４円 ４３０円 ２，５０４円 

７２６円 １，３７０円 ３，３９６円 

要介護 １ 
８３０円 ４３０円 ２，５６０円 

７５３円 １，３７０円 ３，４２３円 

要介護 ２ 
８８０円 ４３０円 ２，６１０円 

８０１円 １，３７０円 ３，４７１円 

要介護 ３ 
９４４円 ４３０円 ２，６７４円 

８６４円 １，３７０円 ３，５３４円 

要介護 ４ 
９９７円 ４３０円 ２，７２７円 

９１８円 １，３７０円 ３，５８８円 

要介護 ５ 
１，０５２円 ４３０円 ２，７８２円 

９７１円 １，３７０円 ３，６４１円 

※預貯金額によって補足給付の対象外となることがあります。 

 

◆第４段階（市町村民税課税世帯の方） 

介護度 
多床室日額 

居住費日額 食費上限日額 負担額合計日額 
従来型個室日額 

要支援 １ 
６１３円 ４３７円 

１，４４５円 

２，４９５円 

５７９円 １，７２８円 ３，７５２円 

要支援 ２ 
７７４円 ４３７円 ２，６５６円 

 ７２６円 １，７２８円 ３，８９９円 

要介護 １ 
８３０円 ４３７円 ２，７１２円 

７５３円 １，７２８円 ３，９２６円 

要介護 ２ 
８８０円 ４３７円 ２，７６２円 

８０１円 １，７２８円 ３，９７４円 

要介護 ３ 
９４４円 ４３７円 ２，８２６円 

８６４円 １，７２８円 ４，０３７円 

要介護 ４ 
９９７円 ４３７円 ２，８７９円 

９１８円 １，７２８円 ４，０９１円 

要介護 ５ 
１，０５２円 ４３７円 ２，９３４円 

９７１円 １，７２８円 ４，１４４円 

※上記料金は自己負担１割で計算されています。所得によって自己負担額が１割～３割になります。 
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【その他加算及び料金についての留意事項】 

＊加算要件を満たし、その内容の対象となる場合は以下の料金が加算されます。 

＊加算要件は、所得によって自己負担額１割～３割となります。 

加算名称 加算要件とその内容 加算料金 

夜勤体制加算 
夜勤を行う看護介護職員が規定人員以上配置されている場合

に加算されます。 
１日 ２４円 

サービス体制 

強化加算（Ⅱ） 

介護福祉士の資格所有者が６０％以上配置されている場合に加

算されます。 
１日 １８円 

療養食加算 

医師が発行する食事処方に基づき、糖尿病、腎臓病、肝臓病、

胃潰瘍、貧血、膵臓病、脂質異常症、痛風等の疾患に伴う療養

食を提供した場合に加算されます。 

１回  ８円 

緊急時治療 

管理加算 

入所者の病状が重篤となり救命救急が必要となった場合におい

ての緊急的な治療を行った場合に加算されます。 
１日５１１円 

重度療養管理 

加算 

要介護４又は５であり、喀痰吸引、人工肛門、経管栄養、褥瘡処

置等に対しての医学的管理を行った場合に加算されます。 
１日１２０円 

緊急短期入所 

受入加算 

利用者の状態や家族の事情により当初の計画外に緊急で短期

入所療養介護を利用することになった場合に７日間限定（やむを

えない事情の場合は１４日間）で加算されます。 

１日 ９０円 

総合医学管理 

加算 

治療管理を目的とし、計画的に行うこととなっていない短期入所

療養介護を行った場合に、１０日を限度として算定されます。 
１日 ２７５円 

個別リハビリテーシ

ョン実施加算 

理学療法士、作業療法士等が個別にリハビリテーション計画を

作成し医師の指示を受けてリハビリテーションを行った場合に加

算されます。 

１日２４０円 

認知症行動・ 

心理症状緊急 

対応加算 

認知症の行動及び心理症状が認められるため在宅での生活が

困難であると医師が判断した者で、緊急に短期入所療養介護を

利用することが適当であると判断されて入所に至った場合に加

算されます。 

１日２００円 

生産性向上推進

体制加算 

（Ⅰ）（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の成果

が確認され、見守り機器等のテクノロジーを複数導入しており、か

つ、職員間の適切な役割分担の取組を行っていること、また、１

年に１回業務改善の取組による効果のデータをオンラインで提

出することで算定されます。 

１月 １００円 

（Ⅱ）利用者の安全とサービスの質の確保、職員の負担軽減のた

めの検討会や安全対策を講じた上で、安全性向上ガイドライン

に基づいた改善活動を継続的に行い、見守り機器などのテクノロ

ジーを１つ以上導入し、１年に１回業務改善の効果を示すデータ

をオンラインで提出することで算定されます。 

１月  １０円 

介護職員等   

処遇改善加算Ⅰイ 

当荘が介護職員の賃金改善に関する計画を策定し、当該計画

に基づき適切な措置を講じていることなどの要件を満たした場合

に加算されます。 

所定単位数に 

９．０％乗じた 

単位数 

在宅復帰・在宅療

養支援機能加算

（Ⅰ） 

施設基準第五十五号イ（１）（六）に掲げる算定式により算定した

数が４０以上であり、介護保健施設サービス費（Ⅰ）の基本型を

算定し、地域に貢献した活動を行っている場合に算定されます。 

１日  ５１円 
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【 その他の料金 】 

電気器具使用料（シェーバーの充電器以外 

の電気器具１台に付き使用料がかかります） 
電気器具各１台  １日１０円 ～ ５０円 

理美容代 実費１，８００円～５，４００円 

おやつ代 １日８０円 

洗濯代 実費 

日用品費 １日１５０円 

送迎加算料（自宅～施設）＊ 片道１８４円 

 ＊送迎実施地域は、弘前市及びその周辺市町村とします。 

【 料金の支払い方法 】 

①利用者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書を、毎月１０日頃

までに発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書

を発行いたします。 

②お支払い方法は、現金（事務窓口のみ受付）か、銀行振り込み（青森みちのく銀行津軽和徳支

店）の２つの方法があります。 

※土日祝日は、事務窓口での現金の取り扱いができませんのでご了承ください。 
 

５ サービスの終了について  

当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本重要事項説明書に基づく入所

利用を解除又は終了することができます。 

(１)利用者及び身元引受人のご都合でサービスを終了する場合、退所の意思表明をすることによりサー

ビスを終了することができます。 

(２)利用者及び身元引受人に対し当施設からサービスを終了する場合 

①利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

②利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利用日

数を満了した場合 

③利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

④利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を

超えると判断された場合 

⑤利用者及び身元引受人が、当施設又は当施設の職員若しくは他の利用者 に対して、利用継続

が困難となるような背信行為、反社会的行為又はハラスメント行為を行った場合 

⑥災害、施設 設備の故障その他のやむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場

合 

⑦利用者及び身元引受人が、利用料金の支払いを３か月以上滞納し、その支払いを督促したにも

かかわらず７日以内に支払われない場合 

⑧利用者が死亡した場合 

 

６ サービス内容に関する苦情について 

社会福祉法第８２条の規定により、当施設では利用者からの苦情に適切に対応する体制を次のとお

り定め、苦情解決に努めます。 

   ○苦情解決責任者 

           責任者  岩渕 知（施設長）  

   ○苦情受付担当者   

      担当者   吹田 千春（支援相談員） 

      電 話     ０１７２－３７－８３１１ 

        ＦＡＸ    ０１７２－３７－８３１３ 

      受付日時  平日午前８時３０分～午後５時３０分 

    ○第三者委員 

      新堀 猛  （連絡先０１７２－８７－４０４５） 

      嵯峨 峰雄 （連絡先０１７２－３３－５０２３） 
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(１)苦情の受付 

苦情は、面接、電話等により苦情受付担当者が受け付けるほか、事務室前に設置する「ご意見

箱」へ備付けの用紙を利用し、投函することもできます。また、第三者委員に直接苦情を伝えることも

できます。  

(２)苦情受付の報告及び確認 

苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員への

報告を拒否した場合を除く。）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、

報告を受けた旨を通知します。 

(３)苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人

は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

ア 第三者委員による苦情内容の確認 

イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

(４)苦情解決の記録 

ア 苦情受付担当者は、苦情受付から報告、解決、改善までの経過と結果について書面に記録し

ます。 

イ 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助

言を受けます。 

ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に解決を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委

員に対して、一定期間経過後に報告します。 

(５)その他 

当施設以外に、お住まいの市町村の担当、青森県国民健康保険団体連合会及び青森県運営適

正化委員会の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

ア 弘前市                                 ０１７２－３５－１１１１ 

イ 青森県国民健康保険団体連合会苦情処理委員会      ０１７－７２３－１３３６ 

ウ 青森県運営適正化委員会（青森県社会福祉協議会内）   ０１７－７３１－３０３９ 

 

７ 緊急時の対応 

(１)当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関

又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

(２)当施設は、利用者に対し、当施設における短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サー

ビスでの対応が困難な状態又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹

介します。 

(３)入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び身元引受人が指定す

る方に対し、緊急に連絡いたします。 

 

８ 事故発生時の対応と賠償責任について 

(１)サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、施設医師の医学的判断により専門的な医

学的対応が必要と判断した際は、協力医療機関又は専門的医療機関での診察を依頼します。  

(２)事故の状況及び事故に際してとった処置について、事故報告書に記録するとともに、その原因を解

明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

(３)サービス提供中に当施設の責に帰すべき事由によって、事故が発生した場合は、当施設は利用者

に対して損害を賠償するものとします（当施設は、公益社団法人全国老人保健施設協会が運営する、

介護老人保健施設総合補償制度に加入しております。）。 

(４)利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連
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帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

９ 身体拘束について 

(１)当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

(２)自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束を行うことがありま

す。この場合には、身元引受人に対して、身体拘束の理由及び内容を十分説明し、同意を得るもの

とします。 

(３)やむを得ず身体拘束を行った場合は、当施設医師がその様態、時間、その際の利用者の心身状況

及び緊急やむを得なかった理由を診療録に記録します。 

(４)緊急やむを得ない身体拘束を行ったとしても、常時観察し、要件に該当しなくなれば、直ちに解除し

ます。  

 

１０ 高齢者虐待防止について 

当施設は、利用者の人権擁護に十分配慮し、心身的、心理的虐待行為の禁止はもちろんのこと、虐

待防止のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

(１)虐待防止に関する担当者を選定しています。 

〇虐待受付担当者 

担当者   吹田 千春（支援相談員） 

(２)成年後見制度の利用を支援します。 

(３)職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の権利擁護

に取り組める環境の整備に努めます。 

(４)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を

図っています。 

(５)職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(６)サービス提供中に、当該施設職員又は養護者（現に養護している家族、親族、同居人等）による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

１１ 安全管理対応について 

(１)当施設では安全管理の向上に努めています。定期的に事故発生予防のための研修を実施するほ

か、委員会を設置し防止策の検討を行っています。しかし、高齢である利用者の身体状況や、日々

の体調の変化により、施設内での転倒や骨折、誤嚥、窒息など免れない状況が発生することがありま

す。 

(２)安全を図るために、見守り機器等で居室内の行動観察を行います。 

 

１２ 衛生管理について 

(１)利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努める

とともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(２)食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言又は指

導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(３)施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底をしています。 

②施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延防止のための訓練を定期的に実施します。 

④①から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に

関する手順に沿った対応を行います。 
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１３ 業務継続計画の策定等について 

(１)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所療養介護（介護予防短期入所療

養介護）サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(２)職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

(３)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１４ 記録について 

（１）当施設は、利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供に関する

記録を作成し、その記録を利用終了後５年間保管します。 

（２）当施設は、利用者が前項の記録の閲覧又は複写を求めた場合には原則としてこれに応じます。た

だし、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の承諾その他必

要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

１５ 秘密の保持について 

(１)当施設の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。 

(２)当施設の職員であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏

らしません。 

(３)当施設では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議などで必要がある場

合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用者又はご家族の個人情報を

利用します。 

 

１６ 個人情報の取扱いについて 

（１）当施設は、以下の目的で利用者及びご家族の個人情報を使用します。  

①介護老人保健施設内部で使用する場合  

ア 当施設が利用者等に提供する介護サービス 

イ 介護保険事務 

ウ 入退所等の管理、会計、事故の報告等利用者に関わる当施設の管理運営業務  

②他の事業者への情報提供を伴う場合  

ア サービス提供に関わる他の介護サービス事業者、居宅介護支援事業所等との連携（サー

ビス担当者会議等）、連絡調整、照会の回答等  

イ 病院受診の際の医師、看護師等への状態説明、検体検査等の業務委託等  

ウ 介護保険事務における審査支払機関へのレセプトの提出、照会への回答等  

③上記以外の使用目的 

ア 業務の維持及び改善のための資料作成  

イ 当施設において行われる学生の実習への協力、事例発表等  

ウ 当施設外で行われる研究会等での発表  

エ 外部監査機関への情報提供 

オ その他サービス提供に必要な場合 

（２）当施設は、必要に応じて、以下の関係機関に個人情報を提供します。  

①居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所等  

②病院又は診療所（受診することになった場合）  

③審査支払期間（国民健康保険連合会）  

④監査機関 

（３）個人情報を使用する期間は、サービスの提供を受けている期間とします。  

（４）使用する条件 

①必要最低限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関係者以外の者に漏

れることのないよう細心の注意を払います。 
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②個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録します。  

 

１７ 非常災害対策 

消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計画に基づき､防火管理者を設置して非常災害対

策を行います｡ 

(１)防火管理者には、防火管理者資格を有する事業所職員を充てる。 

(２)火元責任者には、事業所職員を充てる。 

(３)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。 

(４)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。 

(５)火災や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に

当たる。 

(６)防火管理者は、職員に対して防火教育及び消防訓練を実施する。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年２回以上 

（うち１回は夜間を想定した訓練を行う） 

② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年 1 回以上 

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 

(７)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

１８ その他 

(１)本重要事項説明書の内容は、利用者が利用同意書を当施設に提出した時から効力を有します。 

(２)利用者は、本重要事項説明書の内容の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、

繰り返し当施設を利用できるものとします。 

(３)本重要事項説明書にて定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、

利用者又は身元引受人と当施設が、誠意をもって協議して定めることとします。 
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介護老人保健施設幸陽荘 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利用同意書 
 

介護老人保健施設幸陽荘のサービスの提供開始にあたり、利用者に対し本書面に基づいて、重要

な事項を説明しました。 

 

                         社会福祉法人誠風会  介護老人保健施設幸陽荘  

 

〈 説明者 〉                             印 

 
 

介護老人保健施設幸陽荘のサービス利用開始に伴い、事業所から介護老人保健施設短期入所療

養介護（介護予防短期入所療養介護）についての重要事項の説明を受け、これら内容に関して十分理

解した上で同意します。また、個人情報の取り扱いについて説明を受け、利用者及び家族の個人情

報を用いることに同意します。 

 

                            令和   年   月   日 

 

〈 利用者 〉 

氏 名  印  

 

〈 身元引受人 〉 

氏 名  印  

                                      （利用者との関係・続柄                ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


